
【資料１】

【令和７年度第２回児童福祉施設等専門部会資料】

審査基準 個別審査基準 配点

 ①　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が１．５％未満である。 Ａ ①に該当する。 １８点

 ②　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が１．５％以上２％未満である。 Ｂ ②に該当する。 １５点

 ③　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が２％以上２．５％未満である。 Ｃ ③に該当する。 １２点

 ④　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が２．５％以上３％未満である。 Ｄ ④に該当する。 １０点

 ⑤　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が３％以上３．５％未満である。 Ｅ ⑤に該当する。 ８点

 ⑥　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が３．５％以上４％未満である。 Ｆ ⑥に該当する。 ４点

 ⑦　地区における，利用定員に占める特別支援保育利用定員の割合が４％以上である。 Ｇ ⑦に該当する。 ０点

 ①　地区における，特別支援保育定員に占める４月１日現在の特別支援保育利用児童数の割合が１２０％以上である。 Ａ ①に該当する。 １４点

 ②　地区における，特別支援保育定員に占める４月１日現在の特別支援保育利用児童数の割合が１１０％以上１２０％未満である。 Ｂ ②に該当する。 ９点

 ③　地区における，特別支援保育定員に占める４月１日現在の特別支援保育利用児童数の割合が１００％以上１１０％未満である。 Ｃ ③に該当する。 ５点

 ④　地区における，特別支援保育定員に占める４月１日現在の特別支援保育利用児童数の割合が１００％未満である。 Ｄ ④に該当する。 ０点

 ①　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が３０％未満である。 Ａ ①に該当する。 １８点

 ②　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が３０％以上４０％未満である。 Ｂ ②に該当する。 １５点

 ③　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が４０％以上５０％未満である。 Ｃ ③に該当する。 １２点

 ④　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が５０％以上６０％未満である。 Ｄ ④に該当する。 １０点

 ⑤　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が６０％以上７０％未満である。 Ｅ ⑤に該当する。 ８点

 ⑥　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が７０％以上８０％未満である。 Ｆ ⑥に該当する。 ４点

 ⑦　地区における，保育所及び認定こども園の数に占める特別支援保育実施施設数の割合が８０％以上である。 Ｇ ⑦に該当する。 ０点

 ①　玄関（玄関前を含む）に段差がない又はスロープが設置されている。 Ａ ①～④のすべてに該当する。 １０点

 ②　各室の出入口に段差がない。 Ｂ ①～④のうち３つに該当する。 ８点

 ③　多目的トイレが設けられている。 Ｃ ①～④のうち２つに該当する。 ６点

 ④　特別支援保育児童の個別指導を目的とした部屋が設けられている。 Ｄ ①～④のうち１つに該当する。 ４点

 ①　特別支援保育に関する研修をすでに受講し，研修内容を保育に生かしている。 Ａ ①に該当する。 １０点

 ②　特別支援保育に関する研修をすでに受講しているが，研修内容を保育に十分生かしていない。 Ｂ ②に該当する。 ５点

 ③　特別支援保育に関する研修を受講していないが，事業開始までに受講する予定である。 Ｃ ③に該当する。 ２点

 ④　特別支援保育に関する研修を受講していなく，受講する予定もない。 Ｄ ④に該当する。 ０点

 ①　適切な保育内容に配慮されており，積極的な取組がある。 Ａ ①に該当する。 １０点

 ②　適切な保育内容に配慮されている。 Ｂ ②に該当する。 ５点

 ③　適切な保育内容に配慮されているが，やや積極性に欠ける。 Ｃ ③に該当する。 ３点

 ④　児童，保護者への対応に不適切な部分がある。 Ｄ ④に該当する。 ０点

 ⑤　前年度施設型給付費等に係る療育支援加算が認定されている。 Ｅ （加点）　⑤に該当する。 ＋５点

 ⑥　特別支援保育を目的とした施設での環境設定の工夫がなされている。 Ｆ （加点）　⑥に該当する。 ＋３点

 ⑦　園において巡回相談等を活用し，有識者や専門員の助言等を積極的に取り入れて職員の特別支援保育に関する専門性の向上を図る取り組みをおこなっている。 G （加点）　⑦に該当する。 ＋２点

 ①　法人が運営する保育所及び認定こども園について，文書又は口頭による指摘事項がない。 Ａ ①に該当する。 １０点

 ②　法人が運営する保育所及び認定こども園について，口頭による指摘事項があるが，改善されている。 Ｂ ②に該当する。 ５点

 ③　法人が運営する保育所及び認定こども園について，文書又は口頭による指摘事項はあるが，改善されている。 Ｃ ③に該当する。 ３点

 ④　法人が運営する保育所及び認定こども園に関する指摘事項について，改善の目途が立っていない。 Ｄ ④に該当する。 ０点

⑴
特別保育を実施するため
の施設整備がなされている
こと。

⑵

特別保育を実施するに必
要な研修など，人的保育体
制の向上が図られているこ
と。

４
　
法
人
評
価

過去３年の監査指摘状況
で重大な問題がないこと。

２
　
施
設
等
整
備
状
況

３
　
保
育
内
容

特別保育事業を実施する
に当たり，適切な保育内容
に配慮し，積極的な取組が
なされていること。

特別支援保育事業審査基準

審査項目 審査

⑵

地域において特別保育の
需要が多く，対象児童数の
増加が見られること。
（特別支援保育利用児童
数割合）

１
　
地
域
性

⑴

地域において特別保育の
需要が多く，対象児童数の
増加が見られること。
(特別支援保育利用定員充
足率）

⑶

地域において必要な需要
があるにもかかわらず，特
別保育を実施している保育
所数が不足していること。
（特別支援保育施設充足
率）


